
議案第１１６号 

 

北名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正について 

 

北名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２７年１２月２８日提出 

 

北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、地方税分野における個人番号利用手続の一部見

直しが図られ、個人番号の記載を不用とすることによって、本人確認手続

等の納税義務者の負担を軽減するため、本条例の一部を改める必要がある

からである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

北名古屋市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年北名古屋市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条のうち北名古屋市市税条例第５１条第２項第１号の改正規定中

「又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号」を

「及び住所又は居所（法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地

及び法人番号）」に改め、同条例第１３９条の３第２項第１号の改正規定

中「個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は法人番号（同条第１５項」を「法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１５

項」に改め、「個人番号又は」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


